
議第４７号

荒尾市教育委員会委員の任命について

 次 の 者 を 荒 尾 市 教 育 委 員 会 委 員 に 任 命 す る こ と に つ い て 、 地 方

教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２

号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

  令和７年６月２０日提出

荒尾市長  浅田敏彦

  氏  名    深浦  淳美

  住  所    

提案理由

 深 浦 淳 美 委 員 は 、 令 和 ７ 年 ７ 月 １ ０ 日 を も っ て 任 期 が 満 了 す る

ので、その後任委員として引き続き任命したいからである。



議第４８号

荒尾市教育委員会委員の任命について

 次 の 者 を 荒 尾 市 教 育 委 員 会 委 員 に 任 命 す る こ と に つ い て 、 地 方

教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２

号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

  令和７年６月２０日提出

荒尾市長  浅田敏彦

  氏  名    谷本  ひとみ

  住  所    

提案理由

 谷 本 ひ と み 委 員 は 、 令 和 ７ 年 ７ 月 １ ０ 日 を も っ て 任 期 が 満 了 す

るので、その後任委員として引き続き任命したいからである。



議第４９号

荒尾市固定資産評価員の選任について

 次 の 者 を 荒 尾 市 固 定 資 産 評 価 員 に 選 任 す る こ と に つ い て 、 地 方

税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ４ ０ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ

り、議会の同意を求める。

  令和７年６月２０日提出

荒尾市長  浅田敏彦

  氏  名    笠間  貴浩

  住  所    

提案理由

 人 事 異 動 に 伴 い 、 固 定 資 産 評 価 員 に つ い て 、 選 任 替 の 必 要 が 生

じたからである。



諮問第１号

人権擁護委員の候補者の推薦について

 次 の 者 を 人 権 擁 護 委 員 の 候 補 者 に 推 薦 す る こ と に つ い て 、 人 権

擁 護 委 員 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ３ ９ 号 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

より、議会の意見を求める。

  令和７年６月２０日提出

荒尾市長 浅田敏彦

 氏  名    竹中  正美

  住  所    

提案理由

 竹 中 正 美 委 員 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 を も っ て 任 期 が 満 了 す る

の で 、 そ の 後 任 委 員 の 候 補 者 と し て 、 引 き 続 き 推 薦 し た い か ら で

ある。



諮問第２号

人権擁護委員の候補者の推薦について

 次 の 者 を 人 権 擁 護 委 員 の 候 補 者 に 推 薦 す る こ と に つ い て 、 人 権

擁 護 委 員 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ３ ９ 号 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

より、議会の意見を求める。

  令和７年６月２０日提出

荒尾市長 浅田敏彦

 氏  名    小林  茂

  住  所    

提案理由

 前 田 直 子 委 員 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 を も っ て 任 期 が 満 了 す る

ので、その後任委員の候補者を推薦したいからである。


